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SBI 証券の約款･規程集 新旧対照表（2022 年 12 月 20 日改定） 

(下線部分変更箇所) 

新（改定後） 旧（改定前） 

（2022 年 12 月） 

 

第 6 章 外国証券取引口座約款 

 

(外国証券の保管、権利及び名義) 

第 15 条 当社が申込者から保管の委託を受

けた外国証券の保管、権利及び名義

の取扱いについては、次の各号に定

めるところによります。 

 (1)～(7) 変更なし 

 (8) 申込者が権利を有する外国証

券につき、売却、保管替え又は

返還を必要とするときは所定

の手続を経て処理します。ただ

し、申込者は、現地の諸法令等

により券面が返還されない外

国証券の国内における返還は

請求しないものとします。 

 (9) 申込者が権利を有する外国証

券につき、当該外国証券又は当

社若しくは当社の保管機関に

適用される準拠法又は制度が

変更される場合等で、申込者に

も当該準拠法又は制度によっ

て負担が生じ、その結果として

当社が当該外国証券の取扱い

を継続することが不可能又は

困難であると判断するときは、

当社は当該外国証券を前号の

定めに従って処理します。ただ

し、当社は事前に申込者に対

し、当該処理の内容、実施時期

等を当社の定める方法により

通知するものとします。 

 (10) 変更なし 

 (11) 申込者が権利を有する外国証

券につき、有価証券としての価

値が失われたことにより、当社

の保管機関において、現地の諸

法令等に基づき残高の抹消が

行われた場合には、本口座の当

該抹消に係る残高を抹消する

とともに、申込者が特に要請し

た場合を除き、当該外国証券に

係る券面は廃棄されたものと

して取り扱います。 

 

(外国証券に関する権利の処理) 

第 17 条 当社の保管機関に保管された外国

証券の権利の処理については、次の

（2022 年 9 月） 

 

第 6 章 外国証券取引口座約款 

 

(外国証券の保管、権利及び名義) 

第 15 条 当社が申込者から保管の委託を受

けた外国証券の保管、権利及び名義

の取扱いについては、次の各号に定

めるところによります。 

 (1)～(7) 省略 

 (8) 申込者が権利を有する外国証

券につき、売却、保管替え又は

返還を必要とするときは所定

の手続を経て処理します。ただ

し、申込者は、現地の諸法令等

により券面が返還されない外

国証券の国内における返還は

請求しないものとします。 

 （追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9) 省略 

 (10) 申込者が権利を有する外国証

券につき、有価証券としての価

値が失われたことにより、当社

の保管機関において、現地の諸

法令等に基づき残高の抹消が

行われた場合には、本口座の当

該抹消に係る寄託残高を抹消

するとともに、申込者が特に要

請した場合を除き、当該外国証

券に係る券面は廃棄されたも

のとして取り扱います。 

 

(外国証券に関する権利の処理) 

第 17 条 当社の保管機関に保管された外国

証券の権利の処理については、次の
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各号に定めるところによります。 

 (1) 当該保管機関に保管された外

国証券の配当金、利子及び収益

分配金等の果実並びに償還金

は、当社が代わって受領し、申

込者あてに支払います。この場

合、支払手続において、当社が

当該外国証券の発行者が所在

する国等の諸法令又は慣行等

により費用を徴収されたとき

は、当該費用は申込者の負担と

し当該果実又は償還金から控

除するなどの方法により申込

者から徴収します。 

 (2) 外国証券に関し、新株予約権等

が付与される場合は、原則とし

て売却処分のうえ、その売却代

金を前号の規定に準じて処理

します。ただし、当該外国証券

の発行者が所在する国等の諸

法令もしくは慣行等により又

は市場の状況により、当社が当

該新株予約権等の全部又は一

部を売却できないときは、当該

全部又は一部の新株予約権等

はその効力を失います。 

 (3) 株式配当、株式分割、株式無償

割当、減資、合併又は株式交換

等により割り当てられる株式

は、当社を通じ本口座により処

理します。ただし、我が国以外

の金融商品市場における売買

単位未満の株式は、申込者が特

に要請した場合を除きすべて

売却処分のうえ、その売却代金

を第 1 号の規定に準じて処理

します。 

  （削除） 

 

 

 

 

 (4) 前号の規定により割り当てら

れる株式に源泉徴収税が課せ

られる場合には、当該規定にか

かわらず、申込者が特に要請し

た場合を除きすべて売却処分

のうえ、その売却代金を第 1

号の規定に準じて処理します。 

 (5) 変更なし 

 (6) 変更なし 

 (7) 変更なし 

   
 

各号に定めるところによります。 

 (1) 当該保管機関に保管された外

国証券の配当金、利子及び収益

分配金等の果実並びに償還金

は、当社が代わって受領し、申

込者あてに支払います。この場

合、支払手続において、当社が

当該外国証券の発行者が所在

する国等の諸法令又は慣行等

により費用を徴収されたとき

は、当該費用は申込者の負担と

し当該果実又は償還金から控

除するなどの方法により申込

者から徴収します。 

 (2) 外国証券に関し、新株予約権等

が付与される場合は、原則とし

て売却処分のうえ、その売却代

金を前号の規定に準じて処理

します。ただし、当該外国証券

の発行者が所在する国等の諸

法令もしくは慣行等により又

は市場の状況により、当社が当

該新株予約権等の全部又は一

部を売却できないときは、当該

全部又は一部の新株予約権等

はその効力を失います。 

 (3) 株式分割、株式無償割当、減資、

合併又は株式交換等により割

り当てられる株式は、当社を通

じ本口座により処理します。た

だし、我が国以外の金融商品市

場における売買単位未満の株

式は、申込者が特に要請した場

合を除きすべて売却処分のう

え、その売却代金を第 1 号の

規定に準じて処理します。 

 

 (4) 株式配当により割り当てられ

る株式は、原則としてすべて売

却処分のうえ、その売却代金を

第１号の規定に準じて処理し

ます。 

 (5) 前 2 号の規定により割り当て

られる株式に源泉徴収税が課

せられる場合には、当該規定に

かかわらず、申込者が特に要請

した場合を除きすべて売却処

分のうえ、その売却代金を第 1

号の規定に準じて処理します。 

 (6) 省略 

 (7) 省略 

 (8) 省略 

   
 

                                           以上 


